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婚姻
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二
重
枕
論

我
が
困
民
所
得
の
地
方
別
研
究

マ
ル
ク
ス
氏
飲
剰
償
値
読
の
評
論

小
作
制
と
小
作
法

時

ぬ
柵

華

府
省
議

に
於

け

ろ
支
那
關
税
問
題

我
邦
〃の
瞥
業
{税
を
論
ず

・

勢
働

保
険

に
關
す

る

一
考
察

・

設

茄
…

地
學
観
祉
會
學

説

に
就

き
て

・

雑

的殊

濁
逸

の
同
盟
罷
業
保
険

・

安
倍
轟

履

物
史
観
と
餓
剰
債
鎮

「
筥

法
學
毒

「蔑

論
』

法
華
博
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法
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＼

の

げ

」

.

一

時
.

論

へ

.

支
那
の
關
税
改
正
に
就
て

、

求

廣

重
.

雄

一

支
那
竺

八
阻
三
年
以
来
其
の
盟

皇

椹
に
甚
し
景

縛
を
加
へ
ら
空

註
三

従
償
募

枕
を
原
則
手

⇔
片

、扮
的
協
定
祝
牢
を
採
用
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
、
其
の
財
政
上
経
済

工
に
蒙

る
不
材
損
失
極

め
て
人
な

る
も
の
が
あ

っ
た
、
是
に
於
て
税
罐

の
恢
窪

多
妻

那
朝
野

の
大

に
塾

す
を

こ
ろ
で
あ

っ
た
・
ヴ

エ
ル
サ

・
ユ
講
和
省
議
に
勢
力
爵

の
微
塵
、
外
國
毒

草
の
引
揚
、
.外
国
郵
便
局
の
廃
止
・
傾
嚢

制
糎

の
撤
去
・
租

借
地

の
還
附
、
居
籠

の
回
牧
異

に
枕
穫

復
蔓

那
の
罠

的
希
署

し
毒

出
し
列
国
の
顧
み

を

こ
ろ
.

毒

ら
な
か

っ
た
け
摯

、
も
、
猛
逸
、
羅

利
及

び
浅
薄

の
三
國
に
謝
し
て
は
幸

に
目
的
差

す
・
こ
墓

得

た

(註
二
)
。
之
に
乗
車

・
嘉

は
今
次
華
府
會
議

に
又
も
や
桃
撲

復
を
包
含
す

る
開
枕
改
正
に
關
す

る
要
求
を

提
出
し
、
遂
に
去

る
二
月
山
八
日
支
那
關
挽
僚
約
の
調
印
を
見
る
こ
ε
に
な

っ
た
か
ら
、
左
に
共
の
純
過
の
大
要
を

時

論

「
支
那
の
關
婁

正
続

て

第
茜

巻

(第
四
號

七
七
)

⊥ハ
六
九

■



時

論

支
那
の
關
税
改
正
に
視
て

第
十
四
巻

【第
四
號

七
八
)

六
七
〇

述

べ
且

つ
我
国

の
探

る

べ
き
封

懸
策

に
就

て
論
じ

た

い
ε
思

ふ
⑩

(聾

二

八
剛
三
年
七
月
の
英
蓋

肇

程
第
六
慶

び
附
器

出
入
税
書

依
れ
嫉

暑

ら
れ
た
・
欝

視
品
無

人
島
崎

+
八
響

過

ぎ
禰

(其
の
税
率
は
概
」
て
従
偵
五
分
な
原
則
ミ
ー七

算
出
し
た
も
の
で
め
ろ
)。

此
他
枇
表
に
掲
げ
b
れ
ね
も
の
に
総
て
從
偵
五
分
税
与

る
の
で

あ

る
。
米
国

ほ

一
八
四
四
年
七
月
の
通
商
條
約
第
二
條
佛
國

ば
同
年
十
月

の
通
商
條
約
第
六
條

の
最
適
國
條
軟
障
よ
り
之

に
均
摺
し
た
。

(註

;

一
九
二

一
年
五
月
の
濁
交
遊
商

に
聞
す
る
濁
逸
全

傑
出
.<
8

じd
o
「}

の
宣
言
及

び
魏
支
協
約
第
四
條
、

一
九

「
九
年
九
月
の
封
奥
講
和
.

條
約
第

一
=
二
、

一
一
四
條

一
九

二
〇
年
大
児

の
鋤
洪
講
和
條
約
第
九
七
、
九
八
條
参
照

二

華
府
會
議
開
會
前
に
米
国
が
参
加
列
国
の
承
認
を
得
だ
會
議

々
題
の

一
で
あ
る
支
那
關
係
諸
問
題
中
に
.
支
那

の
「
領
土
的
保
全
」
ご
共

に
「
行
政
的
保
全
」
が
揚
げ
ら
れ
て
あ

っ
た
。
之
に
基

い
て
支
那
全
権
が
昨
年
十

一
月
十
六

日
華
府
會
議

の
極
東
問
題
委
員
會
に
於
て
獲
表
し
沈
支
那
閣
僚
諮
問
題
の
決
定

に
關

し
て
適
用
せ
ら
る

べ
き
十
大

原
則
中
第
五
の

政
治
上
司
法
L
及
び
行
政
上
の
各
種
の
自
由
に
謝
し
現
に
支
那
に
加
ふ
る
制
限
は
直
ち
に
若
し
く
は
事
情
の
許

す
限
b
蓮

に
之
を
撤
慶
す

べ
き
二
巴

に
依
っ
て
、
領
事
裁
判
罹
の
撤
去
、
外
國
郵
便
局
の
廃
止
、
居
留
地
の
回
牧
ピ
共

に
視
権

の
恢
復
を
暗
示
す

る
の

で
あ

っ
た
。
之
を
参
考
ど
し
て
作
製
し
た
四
箇
條
よ
り
成

る
支
那
に
關
す
る
ル
ー
ト
決
議
案
を
、
同
月
二
十

「
日

嗣
委
員
會
に
於
て
、
八
國
委
員
拡
全
曾

一
致
を
以
て
可
決
」
陀
が
、
其
中

起



ダ一

支
那
の
室
椹
、
濁
立
、
領
土
的
井

に
行
政
的
保
全
を
尊
重
す
る
こ
ご

X二

支
那
に
謝
し
支
那
自
身
有
力
に
し
て
安
固
な
る
政
府
を
確
立
し
且

つ
保
持
す
る
覚
め
に
十
分
に
し
て
自
由
な

(

、

る
機
會
を
奥

ふ
る
こ
ご

'

の
二
箇
悠
が
あ

っ
セ
。
蓋
し
支
那
が
有
力
に
し
て
安
固
な

る
政
府
を
確
立
す
る
こ
ご
は
支
那
の
爲
め
極
東
平
和
の

爲
め
に
必
要
で
あ
る
け
れ
こ
も
、
關
視
其
他

の
財
源

に
關
牟
る
支
那
の
管
理
に
謝
し
て
制
限
が
行
は
れ
、
支
那
の

財
政
が
堅
實
な
る
基
礎
の
上
に
立
脚
せ
ざ
る
限
り
之
を
望
み
難
い
、
支
那
を
し
て
有
力
に
し
て
安
固
な
る
政
府
を

確
立
す
る
爲
め
十
分
に
し
て
自
由
な
る
機
會
を
有
せ
し
む
る
に
は
、
支
那
の
行
政
的
保
全
に
封
ず

る
財
政
的
制
限

を
撤
慶
す

る
か
、
少
く
こ
も
之
を
緩
和
す
る
こ
ご
が
急
務
で
あ
る
。
從

っ
て
上
記

ル
ー
ト
決
議
に
基
い
て
、
會
議

は
支
那
關
税
政
正
問
題
を
議
す
る
こ
ご
に
な

っ
た
。

十

一
月
二
十
三
日
の
極
東
問
題
委
員
會
に
於
て
、
支
那
全
権
顧
氏
が
提
出

し
た
關
税
改
正
黒
關
す
る
支
那
の
要

求
は
左
の
三
箇
僚
で
あ
る
(註
三
)
。

)〔二)(一

支

那

は
税
権

の
完
全

な

る
恢

復
を
要
求
す

る
。

ラ

然

し

一
の
即
聴
貴
行

は
定

め
し
困
難

で
あ
ら
う

か
ら
、
其

の
貴
行

を

一
定
期
間

後

に
譲

る
こ
巴

ε
し
、
其
迄

(

の
問

は
最
高
税
率
を
協
定

し
、
支

那
は
其

の
範

園
内

に
於
て
輸

入
品

の
種
類

に
慮

じ
て
税
率

に
差

等
を
設
け

る
こ
ピ

に
し
た

い
α

略

論
.

支
那
の
關
税
改
正
に
観
て

第
+
四
巻

(第
四
號

七
九
)

六
七
]

、

■



'

時

論

支
那
の
關
稔
改
正
「卜就
て

第
十
四
巻

(第
四
號

八
○
)

六
七
二

　三

支

那

の
現
在
の
財

政
欣

態

は
至
急

国
庫

肢
入
を

増
加
す

る
必
要

が
め

る
か
ら
、
名

あ

っ
て
賞

な
き
現
行
従
僕

(

五

分
悦

を

一
九

二
二
年

一
月

一
日
以
後
改

正
し
、
日

英
米

三
國

ご
支

那

こ
の
岡

に
在

る

一
九

〇
二
年
及

び

一

九

〇
三

年

の
條
約

の
規

定
す

る
こ

こ
ろ
に
從

ふ
て
、
従
横

一
割

二
分
五
厘

に
増
加

し
た

い
。

然
ら
ば
支

那
が
關

税
改

正
を
要
求
す

る
理
由
は
如
.何
。
支

那
全
権
が
極
東
問
題
委
員
會

に
於
て
説
明
し
た

ご

こ

ろ
は
左

の
藪
黙

に
臨
す

る
。

　　ライ
關
悦
自
主
権

は
総

て
の
猫

文
園

が
有
す

る
ご
こ
ろ

で
あ

る
。
然

る
に
支

那

ε
列
国

`
の
現
行
條
約

は
支
那

が
自

〔
由

に
其

の
關
挽
率

を
定

む
る
こ
ε
を

許

さ
躍

か
ら

、
其

の
主

権
を
侵
害
す

る
も

の
で
あ

る
ご
云
は

ね
ば
な
ら

滋
。

臼
堀
行
支
那
關
幌
別
農

列
国
こ
交
換
附
互
譲
的
に
關
慌
摩
産

む
る
権
利
を
支
那

・
り
烈璽

も
の
で
あ
る
。
從

(
っ
て
支
那

し
輸
入
す
る
穂
て
の
外
囲
商
品
は
僅
か
に
従
僧
五
分
の
開
枕
を
支
撹

ふ
の
み
で
あ
る
に
反

し
、
外
囲

に
輸

入
す

る
支
那
商
品
は
非
富
に
高
率
な
る
開
枕
を
支
綿
は
ね
ば
な
ら
組
や
う
に
な
っ
て
み
る
。

ラバ
現
行
支
那
關
穐
制
度
は
均

一
な
る
税
率
を
設
け
て
、
商
品
の
種
類
に
惹

じ
て
税
率
を
異

弔
す
る
ピ
こ
ろ
が
な
い

か
ら
、
全
く
支
那
の
脛
濟
的
吐
會
的
必
要
を
顧
慮
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
ε
云
は
ね
ば
な
ら
n
。
機
械
類
の
如
き

支
那

の
経
済
的
襲
達
」
寄
し
緊
要
に
し
て
敵
ぐ

べ
.か
ら
ざ
る
も
の
ご
.
酒
.
煙
草
の
如

さ
無
益
有
吾

に
し
て
重

税
を
課
し
て
も
差
支
な
き
も
の
ご
、
全
く
税
率
を
同
く
し
其
間

工
差
別
を
設
け
楓
か
ら
、
支
那
の
關
税
胴
震
は

全
く
井
料
學
釣
で
あ
る
』



「

'

、

シニ
現
行
支
那
關
現
制
疲

ほ
共
の
改
正
を
甚
だ
困
難
な
ら
し
め
る
。
量
れ
は

一
九

一
二
年
及
び

一
九

一
八
年
の
改
正

(

の
経
験
に
徴
し
て
明
で
あ
る
。

ラボ
現
行
支
那
關
税
制
度
.は
支
那
の
財
政
上
非
常
…な
る
不
利
を
生
す

る
。
元
來
列
國
の
關
視
岐
入
は
総
へ蔵
入
の
重
要

(
な
る
部
分
を
占

め
、
英
国
に
於
て
は
総
額
の

一
割
二
分
㍗
佛
國
に
於
て
は

一
割
五
分
、
米
国

に
於
て
は
三
割
五

分
に
當
る
に
反
し
、
支
那
に
於
て
は
僅
か
に
其
の

一
小
部
分
を
青
む
る
に
過
ぎ
諏
。

ンへ
現
行
楡
入
視
牽
を
現
實
五
分
に
引
上
げ
て
も
、
之
に
依

っ
て
生
す

る
關
税
収
ん
は
未
だ
経
費
多
端
な
る
支
那
政

(

」

府
の
所
要
を
充
π
す

に
十
分
で
な

い
。

惟
ふ
に
現
在
支
那
の
財
政
は
窮
乏
を
告
げ
殆

ん
ご
破
綻
に
瀕

し
て
み
る
が
、
之
を
救
済
す

る

一
.の
方
法
が
城
兵

で
あ
る
二
ご
は
夙

に
識
者
の
認

め
る
葛
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
開
枕
引
上
問
題
に
聯
關
し
て
極
東
問
題
委
員
會
が
、
現

在
の
支
那
財
政
の
窮
乏
は
督
軍

の
擁
す

る
軍
隊
の
給
與
の
互
穎
な
る
に
基
く
か
ら
、
之
に
大
削
減
を
加

ふ
る
は
支

那
の
財
政
恢
復
を
連
な
ら
し
む

る
所
以
で
あ
る
ε
し
て
、
支
那
軍
隊
削
減
に
關
す
る
決
議

〔
二
月

一
日
第
五
回
絡

會

に
於
て
採
用
)
を
な
し
だ
こ
ビ
は
至
當
で
あ
.る
ξ
.云
は
ね
ば
な
ら
訟
。
支
那
の
軍
隊
は
寧
ろ
無
用
有
害
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
現
在
百
萬
を
超
過
す
る
ε
云
は
る
る
兵
士
の
給
奥
は
支
那
中
央
政
府
ε
地
方
政
府
ξ
の
財
力
不

相
慮

に
互
額
で
あ

っ
て
.
(註
闘
)
、
支
那
財
政
を
救
済
す

る
矯
め
に
は
裁

兵
は
目
下
の
急
務
で
あ
る
け
れ
こ
も
、
支

那
軍
界

の
頭
目
に
於
て
自
己
の
部
下
に
在

る
軍
隊
を
裁
撤
す
る
の
誠
意
が
な
く
、
よ
し
是
あ
り
`
す
る
も
、
現
在

結

論

支
那
の
欄
視
改
正
に
就
畷
.

.

.第
†
四
巻

(第
四
號

入
ご

六
七
三

5

.



'

時

論
噸
-
支
那
の
關
税
改
正
に
就
て

第
+
四
巻

(第
四
號

八
二
)
圃
由
六
七
四

の
如

く
、
支

那
の
脛
濟

界

が
不

況
で
あ

っ
て
は
城

兵

し
た

る
兵
士

に
職

業
を
與

ふ
る

こ
ε
が
困
難

で
あ

る
か
ら
、
、

失
業

兵
士

は
忽

ち
土

匪

に
化

し
て
支

那

の
孕
和
を
提

齪
す

る
こ
亡

に
な

る
で
め
ら
う
。
支

那
全
権

は
此

の
決

議
は

支
那
政
府
及

び
支
那
國
民

の
希
堅
並

に
決

心

ご
全
く

一
致
す

る
ご
青
明
し

π
け
れ
こ
も
、
其

の
貴
行

は
蓋
し
容
易

の
業
で
な

い
。
從

っ
て
支
那

財
政
救
済

の
矯

め
に
は

取
り
敢

へ
す

他

の
有
敏

な
る
方
法
を
講

せ
ね
ば
な
ら

澱
。
然

ら
ば
他

の
布
敷
な

る
方
法

ご
は
何
で
あ

る
か
ε
云

へ
ば

そ
れ
は
關

税

の
引

上
げ

で
あ

っ
て

、
列
国

は
或

る
緯
度

ま

で
支

那

の
要
求

を
已

む
を
得

ざ

る
も

の
ε
し
て
之
を
承

認
す

る
こ

オ
に
な

っ
た
。.

(註
ミ
)

上
蓮
の
如
く
支
那
關
税
改
正
の
要
求
は
既
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
會
議
に
提
出
さ
れ
た
が
當
…時
支
那
全
樒
の
提
出
し
大
ざ
、、ろ
の
も
の
に

大
要
左
の
通
で
あ
ろ
。

＼

支
那
ご
列
国
ピ
の
間
に
【
定
期
間
を
協
定
し
期
間
涌
丁
丁
る
時
に
支
那
11
白
山
に
醗
傘
な
改
正
し
得
る
こ
ぜ晶
即
ち
支
那
に
他
の
猫
立
國
同
様
税
槽
々
恢

.

復
す
ろ
こ
こ
。
然
し
其
の
即
時
断
行
は
困
難
で
あ
ら
う
か
ら
一時
的
の
「ミ
」
ε
し
て

第

一
に
は
二
年
後
に
現
行
關
税
則
存
擬
し
て
之
に
代
ふ
ろ
に
無
條
約
国
民
の
通
商
に
滴
用
す
ろ
税
則
帥
ち
国
定
關
税
條
例
為
以
て
し
た
い
。

第
二
に
に
此
の
二
年
内
に
支
那
に
列
国
ざ
交
渉
し
て
左
記
條
件
の
下
に
別
に
新
税
則
為
協
定
し
た
い
。

a
、
如
何
猛
ろ
特
悪
的
待
遇
も
之
な
相
互
的
に
す
る
こ
電
。

b
、
奢
侈
品
の
税
率
為
最
も
重
く
し
日
用
品
之
ド
次
ぎ
原
料
品
な
し
て
最
も
輕
か
ら
し
む
ろ
や
う
税
率
に
兼
等
な
設
く
る
、
ミ
。

c
、
一
九
Q
二
年
及

一
九
〇
三
年
の
通
商
條
約
に
規
定
す
ろ
籏
企
贋
止
工
り
生
す
る
収
入
減
少
な
補
填
す
ろ
爲
め
日
用
品
の
溌
牽
葎
一
割
二
分
五
厘
よ

司
輕
か
ら
し
め
勘
こ
ご
o

、
.

'

(註
四
》

民
國
七
年
末
に
於
け
る
陸
軍
兵
激
約
百
三
十
萬
纒
費
二
億
圓
に
上
る
。

一昌



F

華
府
.會
議
に
於
て
、
列
国
は
如
何
な
る
態
度
を
以
て
支
那
の
關
挽
改
正
に
閲
す
る
要
求
に
接
し
た
か
ε
云
ふ
に
、

第

一
の
要
求
た
る
視
擢
恢
復

に
關
し
て
は
、
極
東
問
題
委
員
會
分
科
會
の
議

長
π
り
し
米
国
全
権

ア
ン
ダ

ー
ウ
ッ

ド
氏
が
同
委
員
會

に
報
告

し
だ
ε
こ
ろ
に
依

れ
ば
、

・

支
那
不
安
の
現
斌
に
鑑
み
、
今
日
直
ち
に
支
那
.が
税
権
を
恢
復
す

る
こ
ビ
は
結
局
支
那
の
不
利
ご
な
b
、
世
界

の
損
害
己
な
る
だ
考

へ
る
。
列
國
は
決
し
て
專
ら
私
利
を
圖

る
も
分
で
も
な
く
叉
支
那

の
完
全
な
る
主
椹
を
否

認
せ
ん
ε
す
る
も
の
で
も
な
い
。
支
那
が
其
の
各
省
に
於
て
議
院
政
治

を
設
け
且

つ
現
存
す

る
軍
人
の
管
理
を

塵
止
し
、
列
國
を
し
て
支
那
政
府
は
支
那
の
完
全
聾

な
る
管
響

で
あ
る
竄

せ
し
む
る
讐

至
b
・
支
那
.

は
始

め
て
今
日
會

議

に
於

て
要
求

し

つ
玉
あ

る
主

標

の
恢
復

を
實

現

し
得

る
℃
あ
ら
う
。

氏

の
云
ふ
ε

こ
ろ
は
、
要
す

る

に
南

北
統

一
な
く

、

而
し
て
此

の
南

北

に
分
裂
す

る
も

の
が
更

に
督
軍

の
爲

め
に

撃

個
の
自
治
謄

塾

し
、
殆
ん
轟

敬
府
の
蕪

袋

入
し
つ
島

・
支
那
漉

し
て
は
含

は
秀

税
権

擾

を
認
む
る
溝
代
で
な
い
こ
す
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
蔓

那
が
統

一
し
、
欝

に
し
て
眞
正
な
る
議
院

政
治
が
行
は
る
る
は
果
し
て
何
れ
の
時
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
支
那
が
其
の
挽
権
を
恢
復
し
て
宿
志
を
遂
ぐ
る
の

目
は
決
し
て
近
き
將
來
に
あ
る
ま

い
ご
思
は
れ
る
。

,
.

第
二
の
要
求
た
る
税
擢
恢
復

の
聴
ま
で
貴
行
す

べ
き
最
高
税
率
を
暫
定
的

に
協
定
す
る
の
件
に
謝
し
て
も
列
國

.

は
同
意
を
奥

へ
な
か
っ
た
。
第
三
の
要
求
即
ち

一
九
〇
二
年
の
英
支
通
商
條
約
及
び

一
九
〇
三
年
の
日
支
及
び
米

時

論
.

支
那
の
間
税
改
正
に
撃

第
+
四
巻

(薯

號

八
三
v

六
七
五

、



時

論

支
那
の
關
種
改
正
に
朗
て

第
十
四
盤

(第
四
號

八
四
)

六
七
六
.

支
二
通
商
條
約
に
規
定
す
る
附
加
税
賦
課
に
聞
し
て
は
、
列
國
措
定
を

甲
九
二
二
年

一
月

百

毒

實
行
ず

る
.」

ど
は
承
認
し
な
か
つ
π
け
れ
、ε
も
、
直
ち
に
其
の
實
行
準
備
に
着
手
す

べ
く
特
別
委
員
會
を
開
催
す
る
.挿
ε
に
な
」
.

つ
た
。
抑
も
從
慣
五
分
視
に
其
の

一
.倍
牟
に
嘗
る
附
加
税
即
ち
從
償
老
身
五
厘
を
加

へ
從
償

一
.割
二
分
五
厘
に
増

加
す
る
こ
ε
は
、

一
九
〇
二
年
九
月

の
マ
ツ
ケ
ー
條
約
第
八
條

が
支
那
内
地

に
於
け
る
置
金
其
他
之
に
代
る

べ
き

通
過
税
の
撤
塵
を
條
件
ご
し
て
始
め
て
認

め
π
ε
こ
ろ
で
あ
る
が
、
翌

一
九
〇
三
年
十
月
の
追
加
日
支
通
商
航
海

條
約
第

一
僚
及
び
同
年
†
月

の
米
支

通
商
條
約
第
四
條
も
亦
之
を
認

め
、
但
だ
他

の
條
約
國
の
同
意
が
な
か
っ
起

爲
め
に
今
日
ま
で
其
の
敷
力
を
生
す
る
起
至
ら
な
か
っ
た
。
其̀
後
所
謂
裁
螢
加
視
は
支
那
政
府

の
宿
題
ε
な

っ
て

ゐ
π
が
、

一
九

一
九
年
五
月
駐
支
列
国
公
使
よ
り

「
支
那
園
内

に
於
け
る
通
過
税
徴
牧
は
支
那
の
対
外
貿
易
増
進

に
鉗
し
て
極

め
て
不
利
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
、
斯
く
の
知

者
課
税
を
塵
止
す
み
の
方
法
を
研
究
せ
ん
こ
ε
を

切
望
す
る
」
.ε
い
ふ
通
告
が
め
り
、

一
九
二
〇
年

一
月
に
至

っ
て
は
在
支
英
国
商
業
會
議
所
が
上
海
に
於
て
開
催

し
π
聯
合
大
倉
に
於
て
裁
螢
加
税
質
地
賛
同
の
決
議
が
あ

っ
て
、
裁
置
加
挽
に
閲
す

る
支

那
政
府
の
希
望
を
益

々

強
め
だ
。
是
に
於
て
支
那
政
府
は

一
九

一
八
年
よ
海
に
於
て
胴
會
.し
π
支
那
開
枕
改
正
會
議
の
決
議

に
基
く
新
聞

視
會
議

の
遠

か
ち
ず
閑
か
る
べ
き
を
豫
期
し
て
、

一
九
二
〇
年
三
月
列
国

に
劃
し
て
裁
螢
加
税
に
關
す

る
提
議
を

な
し
、
更

に
今
次
華
府
會
議
に
提
案
し
て
上
述
の
如
く
列
国
の
同
意
を
得
、
支
那
ε
日
英
米
三
國
ε
の
間

に
め
る

現
行
通
商
條
約

に
規
定
す

る
附
加
税
賦
課
の
目
的
を
以
て
馬
置
金
塵
止
其
他
前
記
諸
候
約

に
規
定
す

る
諸
候
杵
屋

「



「

行
の
方
法
を
準
備
す

る
倫
め
ヤ
支
蔀
,關
税
條
約
實
施
後
三
箇
月
以
内
に
特
別
委
員
會
を
開
催
す
る
こ
ご
、
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
.附
加
税
賦
課

の
條
件
π
る
螢
金
廃
止
は
果

し
て
容
易
に
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

置
金
腹
止
は
決
し
て
難
事
で
な
い
。
支
那
政
府

の
決

一5
次
第
で
實
行
容
易
で
あ
る
ご
云
ふ
者
が
あ
る
け
れ
ぜ、
も
n

實
際
薯

の
云
ふ
通
り
で
め
る
か
頗

る
疑
問

で
あ
る
。
現
實
五
書

施

の
上
に
行
ふ
附
加
税
七
分
五
厘
賦
課
に
依

b
支
那
政
府

の
敗
入
増
加
は
銀
鉤
八
千
萬
弗
に
上
り
、
鬱
金
廃
止
に
依

っ
て
失

ふ
ε
こ
ろ
は
銀
約
五
千
萬
弗
に
過

ぎ
阻
か
ら
、
軍
に
晩
照
よ
り
観
察
す
れ
ば
萱
金
廣
止

は
事
容
易
で
あ
る
か
の
如
く
思
は
れ
る
。
然
し
極
度
の
財
政

難
に
陥
れ
る
支
那
政
府
は
附
加
税
賦
課

に
依

っ
て
生
す
る
収
入
増
加
を
地
方
政
府
に
廻
附
す
る
鯨
裕
を
有
す

る
か

否

か
ゴ
疑
は
し
い
か
ら
、
置
金
を
以
て
地
方
財
源

の
尤
な
る
も
の
ε
す

る
地
方
政
府
は
容
易
に
塵
止

に
同
意
す
ま

い
。
然

ら
ば
支
那
政
府
は
此
の
反
封
を
排
し
て
塵
止
を
断
行
す

る
實
力
を
有
す

る
で
あ
ら
う
か
。
曾
て
第

一
革
命

後
麓
金
腰
止
を
断
行
し
だ
地
方
が
あ

っ
陀
け
れ
こ
も
、
財
政
難
の
爲

め
間
も
な
く
復
活
し
だ
の
み
な
ら
す
、
地
方

に
依

っ
て
は
却

っ
て
革
命
前
よ
り
も
苛
酷
ε
な

つ
π
ε
云

ふ
で
は
な

い
か
。
董
金
廃
止
に
は
先

づ
支
那
の
歌
治
的

統

一
が
必
要
が
あ

っ
て
、
支
那
の
政
治
的
現
状
は
遽

に
萱
金
廃
止
の
實
現
を
許
さ
な

い
ご
思
は
れ
る
。
夏

に
今
日

置
金
徴
敗
局
は
杢
國
に
於
て
純

一
萬
に
近
く
、
之
に
依
て
衣
食
す

る
官
吏
十
敷
高
の
多
き
に
上
る
さ
う
で
あ
る
が

楚
金
廃
止
に
伴

ふ
て
生
す
る
此
等
官
吏
の
失
業
問
題
は
支
那
の

一
大
肚
會
問
題
で
あ
ら
う
か
ら
、
螢
金
壌
止
は
容

易

に
成
功
を
期
し
難

い
。
米
国
政
府

に
し
て
此
の
蟹
行
難
を
知
広
、
ざ
る
の
理
は
な
い
。
知

っ
て
し
か
も
伺
螢
金
塵

.
時

論

支
那
の
脇
櫓
改
正
に
就
て

第
+
四
巻

(第
四
號

八
五
)
.
六
七
七

9



O時

論

支
那
の
開
枕
改
正
障
就
て

第
+
四
谷

〔第
四
號

八
六
)

六
七
入

止
を
條
件
ε
す
る
七
分
五
厘
の
附
加
椀
賦
課
に
關
す

る
支
那
の
要
求
を
支
持
し
た
こ
ε
は
、
例
の
支
那
.優
柔
策
に

出
つ
る
に
外
な
ら
ぬ
で
は
め
る
ま

い
か
。

四

】
九

」
八
年
上
海
に
開

か
れ
た
支
那
關
視
改
正
會
議
に
於
て
支
那
關
挽
を
改
正
し
.
之
を
現
賞
五
分
に
引

上
げ

た
が
(
「
九

「
九
年
八
月
よ
り
實
施

)、
其
後
物
贋
文
塑
動
が
あ

っ
て
時
償
に
射
し
現
實
三

分
五
厘
に
當

る
に
渦
ぎ

諏
か
ら
、
之
を
再
び
現
實
五
分
に
引
上
げ
る
や
う
支
那
全
権
の
要
求
が
む
つ
た
。
加
ふ
る
に
上
記
上
海
の
會
議

に

於
て
改
正
税
率
は
講
和
條
約
批
准
後
二
箇
年
を
経
過
す
る
時
は
其
の
全
部
叉
は

一
部
の
改
正
を
行
ひ
得

べ
き
旨

の

決
議
も
あ
っ
た
こ
ご
で
あ
る
か
ら
、
華
府
會
議
に
於
て
列
国
は
現
行
支

那
輸
入
税
率
を
改
正
し
て
現
實
五
分
に
相

當
せ
し
む
る
.こ
書

し
、
之
が
爲

め
改
正
委
員
會
を
成

る
ぞ

速
に
上
海
に
開
一
こ
ご
に
決
し
だ
。
而
し
て
外
務

省
獲
表
の
支
那
關
税
條
約
要
領
に
依
れ
ば
、
「
右
改
正
は
本
會
議
華

府
會
議
を
指
三

に
於

て
本
決
議

(現
實
五
分

改
正
に
關
す

る
)
を
採
用
し
た
る
日
(即
ち

一
九
二
二
年
二
月
四
日
)よ
り
四
箇
月
以
内
に
之
を
完
了
す
る
や
う
成

る

べ
く
迅
速

に
其
の
進
行
を
圖
り
、
改
正
委
員
會
の
公
示
後
二
箇
庁
を
経
て

成
る
べ
く

速

に
之
を
買
施
す

べ
し
」

ε
あ
る
か
ら
、
現
實
五
分
視
は
今
秋
よ
b
實
施

せ
ら
る
る
こ
ε
に
な
る
で
あ
ら
う
.

(註
五
X
註
六
)

'

更
に
列
国
は
英
国
の
提
議
に
基

い
て
、
置
金
贋
止
其
他
條
釣
上
の
諸
候
件
の
履
行
以
前

に
於
て
、

一
時
の
辮
法

ご
し
て
有
税
品
に
劃
し
て

㎜
律

に
從
償
二
分
五
厘
、
開
枕
を
引
よ
ぐ
る
も
輸
入
減
少

の
虞
な
き
或
種
の
奢
侈
品
に



謝

し
て
は
從
慣
五
分
を
超

え
ざ

る
範
園
内

に
於
て
二

分
五

厘
以
上

の
附

加
税
を
賦
課
す

る
に
同
意

し
た
。
現
實

五

分

に
改

正
す

る
上

に
其

の

二
分
五
厘
叉

は
其

れ
以
上

の
附

加
税
を

賦
課
す

る
の
で
め

る
か
ら
、
現
費
七

分
五

厘
叉

.

は
其
れ
以

上
ε
な
り
少

く

こ
も
現
在

に
二
倍
す

る
こ

蓬
に
な

る
。
此
等

の
改

正
に
依

っ
て
支

那
は
幾
何

の
国
庫
増

版
を
得

る
や

ご
云
ふ
に

-

現
實
玉
.分
田
上
に
よ
り

銀

署
、OOO
δ
8
弗

二
分
五
厘
の
附
加
醗
に
よ
り

銀

】石
、08
δ
8
弗
.

奢
侈
品
F
封
ず
ろ
附
加
税
ド
よ
り

銀

二、=2
、000弗

合

計

銀

翼
、
碧

、08
弗

に
上

り
、
支

那
政
府
は
之

を
措

保

ε
し

て
大
信
欺
を

起

し
、
其

の
窮
迫

せ
る
財
政

を
救
済

す

る
こ
ε
を
得

る
で
あ

ら
う
。

今
次

の
關
枕
改
正

に
依

っ
て
支

那
は
其

の
宿

肇

の

一
部
を
遂
げ

.
財

政
上
好

財
源

を
得

る
ε
日
時

に
國
吋

産
業

の
保
護

工
多

大

の
利
益

を
享

受
す

る
か
ら
、
支

那

の
爲

め
に
大

に
慶
賀

す

べ
き

こ
ε
で
あ
ら

う
。

(註
五
)

一
入
五
八
年
天
津
條
約
第
二
十
七
際
等
に
よ
れ
ば
紐
約
國
の
】
方
ぱ
毎
十
年

一回
税
率
の
改
正
か
要
求
し
掃
う
け
れ
ざ
も

一
九
〇
二
年
ま

で
支
那
に
改
正
を
要
求
す
ろ
こ
ご
が
な
か
っ
た
。
.一
九
〇
二
年
の
改
正
後
十
年
に
し
て
支
那
に
再
び
改
正
々
求
め
ん
と
し
た
け
れ
ご
も
十
数
箇
國
の
同

意
心
得
ゐ
、、ミ
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
中
止
し
れ
。

「
九
一
八
年
ド
至
り
参
戦
の
報
酬
こ
し
て
三
た
び
改
正
の
同
意
か
得
同
年
十
二
月
現
行
關
視
率
が

決
定
琶
ら
れ
た
。
新
に
成
札
ろ
支
那
剛
醗
條
約
に
依
れ
ば
近
く
改
正
ぜ
ら
る
べ
含
税
率
に
四
箇
年
後
に
改
正
し
其
後
に
十
年
目
毎
に
行
ふ
べ
告
定
期
改

正
に
代
へ
七
年
目
毎
に
円疋
期
一改
正
な
押仔
ふ
こ
ご
に
な
っ
た
。

(註
六
)

陸
路
貿
易
に
封
し
て
に

一九

一
八
年
の
關
税
改
正
前
に
於
て
に
輸
入
税
率
に
日
露
英
俳
話
國
こ
の
間
の
特
別
取
極
の
爲
め
に
一
華
に
適
用
ぜ

時

論

支
那
の
關
税
改
正
に
就
て

第
+
四
巻

(第
四
號

八
七
)

六
七
九

■



、

時

論

支
那
の
開
宴

正
に
塑

、

第
+
四
巻

(第
四
號

八
八
)

大
入
o

ら
れ
砿
か

つ
た

一
九

一
九
無
五
月
嶺
表

の
支
那
改
正
關
税
率
に
聞
す
ろ
我
が
外
務
省

の
説
明
書

に
依

μ
ば
例

へ
ば
安
泰
鐡
蛍
叉
に
東
支
鐵
遣
経
由
満
洲

へ
楡

入
ぜ
ら
み
ろ
貨
物
に

一
丸
〇
二
年

の
改
正
税
率
よ
り
三
分
の

一
の
軽
減

為
憂
く
ろ

に
反
し
印
度
支
那
叉
に
緬
甸
方
面
よ
り
唐
画
箋
南
地
方

に
韓
人

ぜ
墜

る
み
貨
物
匡
之
よ
り
も

・
暦
低
率
な
ろ

天

五
八
年

の
税
率
な
悲
嘆

・
し
て
三
割
穿

」
ぜ
ら
る
う
が
如
昔
不
公
平
が
め

つ
れ
。
更
に
又
北
鮮
方
面

よ
り
閲
島
地
方

に
輸
入
ぜ
ら

る
る
質
物

に
封
し
て
は
明
治

三
+
八
年
+
二
月
の
満
洲

に
關

マ
ろ
日
支
條
約
附
脇
協
定
策

士

條

に
陸
路
貿
易

に
關

し
特

に
最
悪
國
の
待
遇

盆

ハ
ふ
べ
き
旨
の
規
定
が
存
し
た

に
も
拘
ーエ
ら
す
依
然
こ
し
て

一
九
〇
二
年
の
楡
入
税
率
為
何
等

の
軽
減
も
な
く
適

用
し
つ
あ

っ

た
。
仍
て
帝
国
激
府
に

一
九

一
入
牢
の
上
将
會
議
に
於
て
如
上
支
那
各
方
面
陸
境
に
於
1/
ろ
關
税
上
の
.差
別
待
遇
た
矯
正
す

ろ
図
的
か
以
て
支

那
政
府

及

び
關
係
列
国
代
表
者
ご
交
渉
す

る
ξ
こ
ろ
が
め

っ
て
其

の
結
果

一
九

一
九
年
八
月

一
日
改
正
楡
入
税
率
實
施

の
目
よ
り
谷
陸
境
な
皿
じ
て

一
律
改
正

税
率
な
適
用
し
之
に
所
定

の
率
に
£

つ
て
輕
誠
心
曳
け
ろ
こ
ミ
に
な

つ
ね
。

支
那
關
税
像
約
ぱ
更

に

「
歩
々
進
め
て
支
那
の
総
て
の
陸
境
及
び
.海
境
に
於

て
賦
課
す
べ
き
関
税
率
ば
均

一
な

る
.へ
し
ミ
の
原
則
奄
認
め
同
條
約

に
依

っ
て
設
置
ぜ
ら

ろ
べ
寺
上
摘

特
別
委
員
會
に
右
原
則
の
適
用
方

に
關
す

み
措
置
た
講
ず

る
こ
ご
に
し
た
。

而
し
て
前
記
原
則
の
實

施
以
前

ド
於
て
に
同

條
綿

ト
基

い
て
行
ふ
べ
き
關
税
率
改
正
又
ぼ
附
加
税
賦
課
の
結
審

・
し
て
生
熟

へ
き
關

醗
率
の
引
上
ーエ
支
那
の
総
て
の
陸
境
及
び
海
撹

に
於
て
均

一
の

從
偵
視
・率
に
よ
り
　
律
に
之
隠
微
攻
す
る
こ
ε
に
し
れ
〇

五

支
.那

の
關
楯
改
正
に
閲
し
我
国
の
商
工
業
家
殊
に
紡
績
業
者

の
問

に
反
封
論
が
現
は
れ
だ
。
反
封
論
者
の
嘗
ふ

一し
こ
ろ
に
依

晒
ば
.
既
に

一
九

一
八
年
の
關
悦
改
正
に
依
り
我
国
は
五
割
乃
至
六
割

の
新
負
癖
を
爲
し
支
那
の
薦

め
に
多
大
の
犠
牲
を
怨

ん
だ
。
然
る
に
三
年
な
ら
す
し
て
叉
も
や
塒
償
に
謝
し
現
實
約
三
分
五
厘

に
當
る
に
過
ぎ

ざ
る
を
理
由
ε
し
て
約

一
分
五
厘
を
増
し
、
現
實
五
分
に
引
上
ぐ

る
こ
ε
に
決
定
し
陀
。
現
實
五
分
は
已
む
を
得

す
ε
す

る
も
、
二
分
五
運
の
附
加
税
を
設
け
て
七
分
五
.厘

ε
す

る
は
何
事
で
あ
る
。
此
の
改
正
は
我
国

の
商
工
業

.

、



r

に

大
打
撃
を
加

へ
禦
が
国
民
の
経
湾
上
寒
心

に
堪

へ
諏
次
第
で
あ

っ
て
、
我
が
政
府
當
局
が
軽
々
に
之
に
賛
成

せ
る
は
沙
汰
.の
限
り
下
め
る
ε
守

る
の
で
あ
る
。

.

成

る
紡
績
業
者
の
如
き
は
日
支
の
経
済
關
係
を
根
本
的
に
考

へ
て
支
那
の
開
枕
改
正
に
絶
対

に
反
謝
す

る
ば
か

り
で
な
く
、
進
ん
で
關
視
撤
腰
を
主
張
す
る
の
で
め
る
、
日
一
、
我
國
は
商

工
業
立
国
主
義
を
国
是
こ
す

べ
く
、

之
が
爲
め
に
は
我
國
は
支
那
の
原
料
品
を
利
用
す
る
ε
同
時
に
之
に
加
工
し
た
製
品
の
販
路
を
同
国
に
求

め
、
日

支
両
国
相
合
し
て
経
済
上

一
軍
位
を
形
成
せ
ね
ば
な
ら
賦
。
日
支
両
国
を
打

っ
て

　
丸

ε
な
し
、
其
間

に
於
て
有

無
相
通
じ
自
給
自
足
の
捺
一を
識
…す
る
こ
ε
は
日
支
共
存
共
「榮
の
矯

め
に
絶
対
的
に
必
要
で
み
る
。
然
る
ε
こ
ろ
支

那
に
於
て
最
近
内
外
人
の
脛
螢
す

る
工
業
の
偉
大
な
る
獲
展
が
あ
っ
て
、
我
が
製
品
は
支
那
市
場

に
於
て
支

那
製

品
こ
の
競
争

に
打
勝

っ
こ
ご
が
漸
く
困
難
に
な
り
、
更

に
支
那
に
於
て
工
業
が
勃
興
し
原
料
品
の
需
用
が
多
く
な

.

る
に
俳

ふ
て
我
が
工
業
原
料
品

の
確
保
も
困
難
こ
な
b
、
脛
湾
上
日
支

の
利
害
全
く
相
反
す
る
に
至
る
の
虞
が
あ

る
。
斯
く
の
如
き
は
職
國
の
脛
濟
的
生
存
を
危
殆
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
虹

.
我
国
は
萬
難
を
排
し
て
日
支

の
経
済
關
係
を
密
接
に
し
経
済
上

一
単
位
を
形
成
す

る
や
う
努
力

せ
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。
之
が
薦
め
に
は
種

々
の

施
設
を
必
要

`
す
る
が
、
最
大
緊
要
事
は
支
那
の
關
税
を
撤
磨
す

惹
に
あ
る
ε
。

日
支
両
国
が
経
済
止

　
軍
位
を
形
成

し
、
支
那
を
し
て
我
が
工
業
の
原
料
品
供
給
地

π
ら
し
む
る
芝
同
時

に
其

の
製
品
の
市
場
馨

し
む
る
こ
巌

我
圃
最

っ
て
極

め
て
有
利
で
誠

に
壁
齢
し
い
こ
毛

あ
る
け
れ
ご
あ
、
蝕

結

論

支
那
の
嗣
杷
攻
笹
に
視
て

第
十
叫
[巻

(第
四
號

八
九
)

六
八
[

!

「



ノ

時

論

支
那
の
關
税
改
正
に
就
て

第
十
四
巻

(第
四
號

九
〇
)

六
八
二

り
身
勝
手
な
要
求
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
比
論
は
十
入
世
紀
の
終
近
く
ま
で
駄
洲
諸
国
例

へ
ば
英
国
が
其
の

植
残
地

に
謝
し
て
探

っ
た
経
濟
政
策
ε
形
式

に
於
て
こ
そ
異
な
れ
、
精
神
に
於
て
は
全
く
同

一
で
あ
っ
て
、
英
国

が
其
の
植
民
地
を
従
属
的

の
も
の
ε
考

へ
、
英
国
の
利
益
の
爲

め
に
存
在
す
る
も
の
ε
し
て
取
扱

つ
た
ε
同
じ
く
、

濁
立
山
把
る
支
那
を
我
国
の
利
益
の
爲
め
に
存
在
す
る
も
の
こ
し
、
我
國
が
自
由
に
之
を
搾
取
し
て
差
支

へ
な
し

ε
す

る
も
の
で
は
め
る
ま

い
か
。
英
国
が
北
米
植
民
地
を
搾
取
し
た
こ
ε
は
、
.遂
に
之
を
し
て
英
國
よ
り
分
離
凋

立
し
て
米
国
を
建
設
せ
し
む
る
こ
ご
に
な

っ
た
。
國
梶
恢
復
に
熱
中
し
自
国
工
業
の
勃
興
を
熱
望
す

る
支
那
が
、

工
業
國
砦

我
國
鋳

し
て
原
料
品
供
給
國
た
り
我
が
製
品
の
市
場
芽

に
満
足
し
て
我
国
の
搾
取
す
る
在

せ

ゐ
で
あ
ら
シ
か
。
我
が
軍
閥
の
政
治
的
侵
略
に
憤
慨
し
て
、
大
正
四
年
の
日
支
交
渉
以
來
我
国
を
仇
敵
睨
す

る
支

那
は
我
国
の
経
済
的
侵
略

に
も
断
乎
ε
し
て
反
謝
す
る
に
相
違
な
い
。
日
支
経
済
的

一
軍
位
論
を
意
味
ず

る
支
那

關
税
撤
磨
論

は
云
ふ
べ
く
し
て
容
易
に
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
ε
考

へ
る
。

六

然
ら
ば
從
債
二
分
五
厘
の
附
加
穐
を
賦
課

し
七
分
五
厘

ご
す

る
の
件
は
如
何
。
.私
は
、
多
年
庁
務
的
協
定
税
率

の
拘
束

に
苦
し
ん
だ
経
験
を
有
す
る
我
國
は
支
那
現
在
の
立
場

に
深
一
同
情
す

べ
く
.
日
支
親
善
の
薦

め
に
は
少

額
の
關
枕
引
上
げ
ば
か
り
で
.な
く
、
事
情
の
許
す
限
り
速
に
税
権

の
恢
復
も
な
し
得
る
や
う
大
に
支
那
を
援
助
す

べ
き
で
あ
る
ご
思
ふ
け
れ
こ
も
亦
、
同
時
に
我
国
の
立
場
を
顧
み
、
我
が
商
工
業
の
事
情
も
考
慮
せ
ね
ば
.な
ら
澱



ε
信
ず

る
。

抑
も
支
那
は
我
が
貿
易
の
好
華
.客
で
あ
っ
て
我
が
封
支
喩
出
は
絶
輸
出
少
か
ら
ざ

る
部
分
を
占

め
、
大
正
七
年

に
は
翰
揖
総
額
の

一
割
八
分
、

大
正
八
年
に
は
二
割

　
分
、

大
正
九
年
に
は
同
じ
く

二
割

一
、分
に
當
る
げ
れ
こ

も
、
英
誉

於
て
は
其

の
封
支
輪
出
は
各
其

の
縮
餓
出
の
極

め
て
僅
少
な
る
部
分
を
占

め
・
先
づ
英
国

続

て
云

へ
ば
大

正
七
年

に
は

二
分
二
厘

、
大
正
八
年

に
は
二

分
、
大
正
九

年

に
は
二
分
八
厘

に
當
り

〔註
七
)
、米

図
も
之

ε

大
同
小
異

で
あ

っ
て
、
大
正
七
年

に
は

「
分

二
厘
、

大
正

八
年
に
は
二

分
九
厘

、
大

正
九

年

に
は
二
分
二
厘

に
當

る
に
過
頁

奏

)
。
從

っ
て
封
支
楡
出
貿
易
に
關

し
て
は
我
国
藁

沓

は
ぞ

其
の
立
場
を
異

に
し
・
其
の

盛
衰
は
我
国
に
取

っ
て
極

め
て
重
大
で
あ
る
に
反
し
英
米

に
取
っ
て
は
必
ず
し
も
さ
う
で
.な
い
。
呪
ん
や
英
米
の

蜀
支
輪
出
品
は
我
国
の
ぞ
"
ご
は
頗
る
趣
を
異

に
し
、
例

へ
ば
英
国
の
綿
製
口叩
は
圭

に
細
地
物
の
優
等
品
で
め
る

に
反
し
、
我

團
ぽ
太
地
物

の
下
等
品
を
圭
与

る
。

疲

的
に
見
れ
ば
英
米
の
精

工
業
に
謝
し
我
国
は
粗
工
業
に

.

盛
ん
で
あ
っ
て
恰
も
支
那
の
工
業

ε
競
箏
す

る
地
位

に
あ

る
か
ら
、
支
那
の
關
税
臨
正
は
英
米
に
取

っ
て
は
大
し

た
問
題
で
な
一
ご
も
、
我
国
に
取

っ
て
は
團
氏
経
済
上
多
大
の
影
響
あ

る
問
題
こ
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に

「
九

一
八
年
の
關
税
改
正

に
依

っ
て
支
那
内
地
製
品
は
少
か
ら
兎
保
護
を
受
け
て
我
国
ご
の
競
争
上
大
に
有
利
ご
な
つ

だ
土
.に
、
叉
も
や
關
撹
の
引
上
が
行
は
れ
て
現
在
ご
比
較
し
て
二
倍
ご
な
る
嶢
に
は
我
国
は
大
な
る
打
撃
を
蒙
ら

ざ
る
を
得
な

い
。
華
府
會
議
に
於
て
我
國
の
全
権
が
英
国
の
附
加
税
二
分
五
厘
賦
課
案

に
糊
し
て

一
特
賛
成
を
騰

時

論

支
那
の
關
税
改
正
に
就
て
.

第
十
四
巻

(第
四
號
「
九
こ

六
八
三

`



、

・

臨

輪

講

の
購
書

正
に
腕
て

第
+
四
巻

(第
四
號

九
二
)

大
熊

躇

し
た

の
は
人
に
所
以
あ
る
こ
ご
で
あ
る
。
然
し
支
那
の
最
大
韓
人
國
だ
る
英
国
(香
港
貿
易
を
加

へ
て
)
が
提
案

し
米
.佛
諸
國
が
之
に
賛
成
す
る
以
上
、
大
勢
上
我
國
は
箪
　鞠
に
之
に
反
野
す

る
を
得
な

い
。
結
局
賛
成
せ
ね
ば
な
ら

阻
も
の
な
れ
ば
、
賛
成
を
澁

っ
て
支
那
人
の
反
感
を
今
日
以
よ
甚

し
く
す
る
が
如
き
愚
な
こ
ε
を
せ
す
、
寧

ろ
進

ん
で
快
諾
す

べ
き
で
は
あ
る
が
、
叉
我
国
の
特
殊
な
る
事
情
に
考

へ
、
新
聞
椀
改
正
に
順
癒
す
る
の
用
意
を
爲
す

時
間
を
求
.め
て
も
決
し
て
不
當
の
こ
ε
で
な
い
。
支
那
關
税
條
約

に
依

れ
ば
、
二
分
五
厘
の
附
加
枕
の
實
施
期
、

目
的
及
び
徴
収
の
條
件
は
楚
金
塵
止
其
他
諸
候
約
規
定
の
條
件
履
行
の
方
法
を
準
備
す

る
爲
め
開
催
す
る
特
別
委

員
會
に
於
菟

む
る
ξ

に
な
っ
て
み
る
か
ら
、
我
国
は
同
委
買
食
に
於
て
右
の
目
的
の
爲
め
實
有
期

に
就
さ
手

加
減

を
な

し
、
準
備

の
爲

め
成

る

べ
く

長
き
時
間

を

與

ふ
る
や

う
要
求

し
な

け
れ
ば

な
ら

諏
。

更

に
我
国
は
此
際
支
那
原
轡

賑

出
税
の
膜
止
少
一
重

美
の
輕
減
を
要
求
す

べ
き
で
め
る
。
此
の
原
料
・羅

出
撹
塵
止
は
私
の
持
論
で
め
る
が
此
際

火
も
や
此
の
主
張
を
繰
返
し
π
い
ご
思
ふ
。
顧
ふ
に
輸
出
税
が
支
那
鯰
田
[

貿
易
の
増
進
を
紡
ぐ
る
こ
ご
甚
し
く
、
従
来
之
を
屡
止
す

べ
く
し
て
而
か
も
今
日
ま
で
之
を
磨
止
す
る
こ
ε
を
得

な
か
つ
陀
の
は
、
支
那
の
財
政
上
の
窮
迫
之
を
許
さ
∫
る
に
基
く
ピ
こ
ろ
が
多

い
の
で
あ

る
。
然
る
ε
こ
ろ
今
や

輸
入
椀
率
を
現
實
五
分
に
引
上
ぐ
る
こ
ε
の
み
に
依

っ
て
も
、
支
那
開
枕
敗
入
の
増
加
は
銀
十
七
百
萬
弗

に
上
る

か
ら
、
此
の
機
會

に
其

の

一
部
を
割
ひ
て
原
料
品
輸
出
税
の
磨
止
少
く
ご
も
其
の
軽

減
を
實
行
ず

る
.」
ε
が
望
ま

し

い
。

一
九
Q
O
年

の
支
那
輸
出
税
牧
人
は
銀
約
二
千
萬
弗
で
あ

っ
て
、
其
中
原
料
品
輸
出
税
が
幾
何
に
上
る
や

ぼ

「

叩



、.

を
詳
に
す

る
を
得
な
い
が
、
総
額
の
四
割
ε
見
て
約
八
百
萬
弗
に
泄
ぎ
蹟
か
ら
其
の
塵
止

は
必
中
し
も
不
可
能
で

な

い
。
呪
ん
や
脛
減

に
於
て
を
や
。

も

つ
ざ
.も
、
従
横
一、一分
五
厘
の
附
加
税
賦
課
の
糠
件
ε
し
て
原
料
赫
輸
、出
し
謝
す

る
關
悦
の
屡
上
文
は
輕
減
を
.

問
題
ε
す
る
こ
ε
は
華
府
會
議
に
於
て
す
る
が
適
當
で
あ

っ
て
、
外
務
省
按
表
の
支

那
關
税
條
約
要
領
に
依
れ
ば

従
僧
二
分
五
厘
の
附
加
税
賦
課
問
題
を
議
す

る
辞
別
委
員
會

の
問
題
ご
し
得
る
や
否
や
は
疑
し
い
が
、
支
那
ε
日

英
米
諸
国
ご
の
間
の
蓮
商
條
約
に
規
定
す

る
七
分
五
厘
の
附
加
税
賦
課
の
目
的
物
以
て
彊
全
壊
止
其
他
前
記
諸
候

約
規
定
の
條
件
履
行

の
方
法
を
準
備
す
る
爲
め
に
開
く
特
別
委
員
會
即
ち
二
分
五
厘
の
附
加
税
賦
課
問
題
も
序
に

取
扱
ふ
委
員
會
の
問
題
ε
駕
し
得
る
こ
ε
は
殆
ん
ご
疑
の
な

い
ζ
こ
ろ
で
あ
る
、

一
九
〇
二
年
の

マ
ツ
ケ
ー
條
約

第
八
條
第
七
項
を
観

る
に

支
那
政
府
は
輸
出
税
を
出
來
得
る
限
り
従
量
税
に
換
算
す

べ
く
其
の
税
率
は
従
横
五
分
を
超
過
す

べ
か
ら
ず
又

現
行
挽
率
は
少
く
ε
も
六
箇
月
前
に
通
知
す

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
を
引
上
ぐ
る
こ
ご
を
得
争
。

現
行
輸
出
税
率
に
し
て
五
分
以
上
な
る
も
の
あ
る
時
は
.之
を
超

え
ざ
る
輩
に
引
下
ぐ

べ
、し
。

己
め
る
。
本
條
は
鹸
…出
挽
を
従
横
五
、分
以
よ
に
一引
上
ぐ
る
こ
ε
を
禁
ヂ
る
が
目
的
で
あ

っ
て
、
之
を
従
横
五
分
以

下
に
引
下
げ
叉
は
全
く
磨
止
す
る
こ
ε
を
妨
げ
漁
ば
か
り
で
な
く
、
何
聴
た
り
ε
も
之
を
貴
御
し
て
差
支

へ
な

い

の
で
あ
る
。
但
だ
從
來
は
財
政
上
の
事
悟
が
之
を
許
さ
な
か
つ
驚
け
れ
こ
も
、
輸
入
税
増
加
の
結
果
.輸
出
税
塵
止
叉

時

論

支
那
の
関
税
改
正
に
就
て

第
†
四
巻

(第
四
號

九
三
)

六
八
五

　



時

論

支
那
の
關
税
改
正
に
就
て

第
十
四
巻

(第
四
號

九
四
)

六
八
六

は
輕
減

の
矯

め
に
生
す

る
牧
人
不
足
を
補
歯
す

る
途

の
あ

る
今
日

何
等

顧
慮

丁

べ
き
こ
こ
ろ
が
な

い
。
我
国
は

至

急

原
料
品
輸

出
税

の
磨

止
少

く
も
共

の
軽
減
を
求

め

、
今
次
支

那

の
關

椀
改

正
が
我

が
野
芝

貿
易

に
及

ぼ
す
打
撃

を
多

少
π
り

ε
も
緩

和
す

る

こ
ご
を
圖
ら
な

け
れ
ば

な
ら

隙
。

(註
t
)

英
國
の
輸
出
総
額
に
封
ず
ゐ
封
支
輪
出
額
〔香
港
な
加

へ
ず
)
11
一九

「
入
牢
.ト
は
五
億
三
干
二
百
三
十
六
萬
膀
・ト
封
し
一
千
百
八
†
五
萬

傍
、
一
九
一
九
年
に
に
九
億
六
千
二
百
六
十
九
萬
傍
に
射
し
二
千
百
十

一萬
務
、
「
九
二
〇
年
に
ば
†
五
億
五
千
七
百
九
十
七
萬
傍
.ト
封
し
四
千
三
百

九
十
三
萬
傍
で
あ
ろ
。

(註
八
)

米
國

の
輸
出
.総
額

に
封
ず
ろ
封
支
輪

出
額
拭

一
九

天

隼

に
に
六
+
億
四
千
七
百
八
+
七
萬
弗

に
射
し
七
.+
三
百
九
+
四
萬
弗

、

一
空

九
年
ド
に
七
十
七
憾
近
千
七
十
八
萬
弗
に
射
し

　
億

五
千
三
百
二
十
二
萬
弗

、

一
九
二
⇔
孚

ド
に
八
レ
億
八
千
八
十

「
萬
弗

に
封
し

】
億

七
千

七
百
五

+
六
萬
弗
で
あ

る
。

七

支
那
の
改
正
關
税
率
の
實
施
は
目
前

に
迫
り
、
我
が
商
工
業
家
が
之
に
依

っ
て
蒙

る
打
撃
は
決
し
て
尠
少
で
な

い
が
、
其

の
封
態
策
こ
し
て
畢
者

や
實
業
家
の
主
張
す

る
も
の
に
種

々
あ
る
。
其

「
は
支
那
向

き
商
品
を
製
造
す

る
我
が
粗
工
業
を
支
蔀
に
移
聴
す
る
こ
ε
で
め
る
。
例
を
紡
績
業
に
取

っ
て
云

へ
ば
、
世
界
大
戦

に
伴

ふ
隊
米
諸

国
貿
易
の
制
限
、
運
賃
保
険
料
の
灘
貴
等
種
々
な
る
事
情

は
支
那
に
於
て
外
囲
品
の
輸
入
を
困
難
な
ら
し
め
、
綿

糸
の
如

き
債
格
の
暴
騰
を
寒
し
て
支
那
紡
績
業

の
進
歩
を
刺
激
す
る
ド
;
)
ろ
少
な
か
ら
ず
で
あ
っ
た
、

一
九

　
八

年
の
楡
入
棺
改
正
は
更
に
之
に
保
護
挺
勘
を
加

へ
、
我
国
の
鍬
支
綿
糸
輸
出
は
漸
く
困
難
を
威
す
る
こ
ε
に
な

つ

だ
か
ら
、
我
が
勅
積
金
周航
の
成
る
あ
の
は
進
ん
で
既

に
支
那
に
工
場
を
設
億
し
、
目
下
謝
支
獲
展
を
計
直
中
の
も

の
も
少
く
な
い

(註
九
)
。
然
る
ご
こ
ろ
新
關
視
刷
よ

に
よ

っ
て
支
那
の
紡
績
業
は

一
層
護
摂
し
日
本
錦
糸

の
輸
入



「

を
防
遏
す
る
こ
ε
に
馨
る
で
あ
り
う
か
ら
V
乱
が
紡
績
業
者
は
益
々
支
那
に
侵
入
し
て
紡
績
工
塀
を
設
畳
し
支
瓢

紡
績
業
の
塵
迫
を
免
れ
ね
ば
な
ら
漁
ご
す
る
の
で
め
る
。
此
の
支
那
移
轄
は
我
が
工
業
の
獲
展

に
は
相
違
な

い
け

れ
こ
も
、
實
は
我
が
資
本
家
の
按
炭

に
過
ぎ
な
い
こ
ご
で
あ
っ
て
、
我
が
國
武
の
多
数
看
た
る
労
働
者
は
之
に
依
.

っ
て
殆
ん
ご
何
等

の
利
益
も
享
受
せ
戯
か
ら
、
国
家
的
見
地
よ
り
槻
れ
ば
支
那
關
檎
引
上
の
勤
悉
策
・し
し
て
最
善

の
も
の
ε
は
云

へ
な

い
。

第
二
は
我
が
國
内
に
於
て
.精

工
業
を
盛
に
し
優
長
品
を
支
那
市
場
に
供
給

し
て
支
那
製
品
の
競
争
を
避
け
る
こ

達
で
あ
る
。
勿
論
支
那
に
於
て
も
粗
工
業
の
凝
展
に
作
ふ
て
精
工
業
も
漸
次
獲
遷
す
る
に
相
違

な
い
"
れ
こ
も
、

我
が
工
業
が
常

に
支
那
に

一
歩
を
先
じ
.て
る
れ
ば
共
の
前
途
は
決
し
て
憂
ふ
る
に
足
ら
強
。
暴
れ
は
將
來
工
業
國

ε
し
て
獲
達
す

べ
き
支
那
を
競
争
者
ご
し
て
我
が
工
業
が
生
存

し
獲
展
し
得

る
唯

一
の
途
で
あ

っ
て
,
之
が
僻
め

に
は
我
国
が
支
那
よ
り
も
優
秀
な
る
文
化
即
ち
支
那
に
卓
越
掛

る
諸
施
設
、
優
良
な
る
工
業
L⊥
の
如
月識
ξ
技
術
ご

を
有
す

る
こ
ピ
を
必
要
ε
す

る
。
我
国
が
封
支
關
係
に
於
て
の
み
な
ら
す
、
世
界
に
於
け
る
將
來
の
大
脛
潴
戦
に

於
て
勝
利
者

ざ
な
る
の
必
要
條
件
た
る
優
秀
な
る
文
化
を
有
す
.る
爲
め
に
は
何
よ
り
も
先
づ
理
化
學
の
研
菟
を
盛

に
し
、
義
務
激
育
を
振
興
す

る
を
急
務
ど
す
る
。

我
国
の
理
銘
學
が
未
だ
幼
稚
で
あ

っ
て
、
欧
米
諸
国
の
後
塵
を
拝
す
る
に
過
ぎ
組
こ
ε
は
顯
著
な
る
事
實
で
あ

る
が
、
之
は
日
本
人
の
頭
脳
が
隊
米
人
に
比
較
し
て
劣
等
塗
る
が
故

で
は
な
く
、
之
に
保
護
漿
顧
を
加
31
る
こ
ε
が

十
分
で
な

い
か
ら
で
あ
る
や
う
で
あ
る
。
世
界
大
戦
中
裁
國
に
於
て
創
設
せ
ら
れ
た
理
化
學
研
究
所
の
如
き
當
時

世
間
よ
り
大
に
其

の
必
要
を
認
識
せ
ら
れ
十
分
な
る
研
究
資
金
セ
得
る
見
込
で
あ
っ
た
が
、
其

の
現
歌
は
如
何
り
.

時

論

支
那
の
關
醗
改
正
に
就
て

.

.

第
十
四
巻

(第
四
號

九
五
)

六
八
七

、



'

時

論

支
那
幽
闃
種
畷
正
匹
就
て
.

"

第
+
四
巻

(第
四
號

九
六
)

六
八
入

寄
附
金
豫
定

の
妬
い
嬢
ま

島
浄
資
金
不
足
を
告
ぐ
る
結
果
、
今
よ
り
十
年
の
後
に
は
閉
鎖
せ
ね
ば
な
ら

楓
悲
惨
な

る
運
命

に
在

る
さ
う
で
は
.補
い
か
。
斯
く
の
如
く
我
国
の
朝
野
が
工
業
の
基
礎
た
る
理
化
學
の
保
護
漿
顧
に
冷
淡

不
熱
心

で
あ
り
乍
ら
其
の
進
歩
を
望
む
は
、
恰
も
木
に
縁

っ
て
魚
を
求

め
氷
を
抱
て
暖
を
欲
す

る
が
如
き
で
あ
る

`
云
は
ね
ば
な
.ら
楓
、
.義
務
激
育

の
振
興
も
亦
急
務
一で
あ

る
。
比
熱
に
關
し
て
多
少
卑
見
を
有

っ
て
み
る
け
れ
こ

も
之
を
詳
論
す
る
こ
芭
は
本
論
交
の
目
的
で
な

い
か
ら
、
藪
に
は
軍
に
現
在
の
義
務
敏
育

の
内
容
脅
充
貴
し
其
の

龍
華
を
高
め
る
オ
共

に
、
事
情
が
許
す
な
ら
ば
義
務
激
育
期
澗
を
延
長
し
て
少
く
も
現
在

に
二
箇
年
を
加
ふ
る
こ

妊
は
我
が
工
業
戦
歴
の
基
礎
ε
し
て
必
須
で
め
る
こ
ε
を

;
面
す
る
に
止

め
て
榿
き
た
い
。

此
の
理
化
學
研
究
奨
.働
義
務
激
育
振
興
の
爲
め
に
は
可
な
り
亘
額
の
園
務
を
要
す

る
が
、
幸
な
る
こ
ご
に
は
軍

備
縮
小
に
依

っ
て
生
す
る
財
政
上
の
剰
飴
が
め
る
か
ら
之
を
此

の
目
的
に
使
用
し
た
い
。
政
界
及
び
實
業
界
の

一

・
部
に
は
此
の
剰
鹸
を
先
づ
租
椀
の
軽
減
氏
力
の
休
獲
に
充

つ
べ
し
・し
主
張
す

る
者
が
あ
急

げ
れ
こ
も
、
私
ε
し
て

は
先
づ
如
上
の
目
的
に
支
出
し
、
構
残
繰
あ
駈
場
合
に
之
を
國
氏
負
推

の
軽
減

に
振
向
け
る
べ
き
で
あ
ら
う

・こ
思

ふ
。
支
那
の
開
枕
引
上
は
支
那
の
工
業
振
興
に
好
機
倉
を
與

へ
其
の
將
來
は
極
め
て
有
望
で
あ
る
。
我
国
の
朝
野

が
謝
抗
職
の
準
備
を
怠
走
る
な
ら
ば
恐
ら
.く
噬
臍
の
悔
が
あ
ら
う
。

耐註
恥
)
支
那
に
於
て
日
本
人
の
経
.螢
す
る
紡
績
業
の
嶺
展
な
観
う
に
民
国
七
年
に
に
支
那
の
紡
績
総
錘
巌
百
三
十
五
萬
錘
中
十
七
萬
錘
、
民
国
九

雀

羅

鍍

百
四
宅

嚢

中
三
士
禽

錘
一、
喬

+
年
旨

穂
錘
警

七
+
寓
讐

三
+
九
纏

に
上
っ
た
。

.


